
建 管 第 ８２２－５ 号 

平成２８年１２月２１日 

関係各団体の長 様 

埼玉県県土整備部建設管理課長 

ICT活用工事に関する要領及び基準について（参考送付） 

平成２８年１０月１３日付け建管第６１４号で参考送付した「ICT 活用工事に

関する要領及び基準」について、下記とおり適用することとしたので参考送付し

ます。 

記 

１ 読み替えて準用する国の要領等  別紙１のとおり 

２ 「出来形管理基準」の一部改定  別紙２のとおり 

「面管理の場合」の基準追加（第２巻１９４ページ～１９９ページ） 

３ 「埼玉県土木工事成績評定要領」の一部改定  別紙３のとおり 

「考査別運用表」及び「埼玉県土木工事成績評定マニュアル（ver1.3）」の一

部改定（４１ページ） 

４ 工事完成図書の納品 

「埼玉県電子納品運用ガイドライン」に基づくもののほか、次のとおりとす

る。 

１）電子成果品のフォルダ構成については、電子媒体のルート直下に「ICON」

フォルダを置く。 

２）「ICON」フォルダには、ICT活用工事に係る電子データファイルを関連す

る要領及び基準等に従い格納する。 

５ 適用年月日 

平成２９年１月１日以降に起工する工事に適用する。 

ただし、それ以前に起工した工事であっても、受発注者間の協議により適用

することができる。 

６ その他 

要領及び基準等は、建設管理課ホームページにて閲覧できます。 

  http://www.pref.saitama.lg.jp/a1002/doboku-gijutu-reikisyu.html 

担 当：埼玉県県土整備部建設管理課 

【電子納品以外に関すること】 

技術管理担当：日比野、近藤 

   電話：０４８－８３０－５２０１ 

【電子納品に関すること】 

土木積算・建設 IT担当：大屋、長嶋 

   電話：０４８－８３０－５１９９ 

http://www.pref.saitama.lg.jp/a1002/doboku-gijutu-reikisyu.html



